
   南関町ふるさとセンター指定管理者募集要領 

 

１．南関町公の施設の指定管理者公募要領（平成１８年訓令第２号）の規定するもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

 

２．施設の概要 

町内で生産される農林産物及び特産物を展示直売し、あわせて農林産物の付加価値を高

めるための特産品の加工研修を実施し、所得の向上を図るための施設として平成元年４月

にオープンした施設である。 

  ◆ふるさとセンター 

（１）名 称      南関町ふるさとセンタ－ 

（２）所在地      熊本県玉名郡南関町大字上長田６５４番地 

 （３）施設概要     建物構造 鉄筋コンクリ－ト造 地上２階建て 

延床面積    796㎡ 

              敷地面積  3,806㎡ 

  （４）竣工年月日    平成元年３月２５日 

  （５）開館年月日    平成元年４月１日 

 （６）施設の主な内容 

建 物 

『 １階 』 

加工実習室 1、用具庫、倉庫、休憩室、加工実習室 2、包装室、材料倉庫、製品

倉庫、研修室（和室）、押入れ×２、床の間、研修室（洋）、トイレ（男女）、

花木販売スペース（テラス）、野菜販売スペース（テラス） 

     『 ２階 』 

     ホール、郷土料理（食堂）、厨房、管理室、民芸ギャラリー、多目的集会室      

『 屋外 』 

     トイレ 

（７） 開館時間 

      午前９時から午後１０時まで 

     なお、指定管理者は必要があるときは、町長の承認を得て変更することができる。 

（８） 休館日 

① 毎週月曜日 

② 年末年始（１２月２９日から翌年の１月４日まで） 

なお、指定管理者は必要があるときは、町長の承諾を得て変更することができる。 

（９） 現在の管理運営体制 

     指定管理者 株式会社グッドスタッフ 

指定管理期間（平成２８年４月１日～令和３年３月３１日） 

  （10） 施設の利用実績 

     別紙資料のとおり 



 

  ◆特設販売所（関所村） 

  （１）名 称      特設販売所 

  （２）所在地      熊本県玉名郡南関町大字上長田６５４番地 

  （３）施設概要     建物構造 木造 地上２階建て 

               延床面積 174㎡ 

  （４）竣工年      平成５年 くまもとお城まつり会場より移築 

  （５）開館年      平成５年 

  （６）施設の主な内容 

建 物 

『 １階 』 

販売スペース、精米機、保冷庫（関所村振興会所有分） 

     『 ２階 』 

       会議室 

（７）現在の管理運営体制 

     指定管理者 株式会社グッドスタッフ 

指定管理期間（平成２８年４月１日～令和３年３月３１日） 

 

３．指定管理者の業務の範囲及び管理の基準 

  （１）南関町ふるさとセンターの運営及び設備の維持管理に関する業務 

  （２）南関町ふるさとセンターの利用料金の収受に関する業務 

  （３）その他管理上町長が必要と認める業務 

  （４）関係法令の遵守及び南関町ふるさとセンターの設置目的に沿った管理運営 

  （５）別添の指定管理者管理業務仕様書に記載する業務 

  （６）指定管理者としての業務は、一括して第三者に委託はできない。ただし、業務の  

    一部について、あらかじめ町長が認めた場合はその限りではない。 

  （７）利用料金は南関町ふるさとセンター設置及び管理等に関する条例第７条に規定す

る額とし、指定管理者は、利用料金を直接収入として収受し、施設の管理運営費に

充てること。 

 

４．指定期間 

   令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで（５年間） 

  ただし、指定始期は状況により変更になることがある。 

５．管理に要する経費 

 （１）利用料金 

施設の管理については、公の施設の利用に係る料金を指定管理者が自らの収入と

して収受することができる「利用料金制度」を採用する。 

        施設の利用料については、南関町ふるさとセンター施設及び管理等に関する条例

第７条で定める額の範囲内で、町長の承認を得て、指定管理者が定めることができ



る。 

 （２）管理運営経費 

     管理に要する経費は、施設利用料金及び町から支払う指定管理料（委託料）並び

にその他の収入により賄うものとする。 

     町は、選定された指定管理者が収支計画書で提示した額を上限として指定管理料

を支払います。指定管理料の上限額、支払時期、方法等については、町と指定管理

者との間で締結する基本協定書で定めることとし、各年度の指定管理料は町と指定

管理者との間で締結する年度協定書によって決定する。 

     ふるさとセンターの管理運営に係る指定管理料の上限額（以下「基準価格」とい

う。）については以下のとおり設定しており、申請にあたっては、基準価格以内の

指定管理料に基づいて事業計画及び収支計画を作成すること。 

     基準価格  １６，５００千円（消費税及び地方消費税を含む） 

      （年度内訳） 

         令和３年度  ３，３００千円 

         令和４年度  ３，３００千円 

         令和５年度  ３，３００千円 

         令和６年度  ３，３００千円 

         令和７年度  ３，３００千円 

     基準価格を超える提案があった場合には、当該申請は失格となるので注意するこ

と。 

  （３）指定管理料の精算 

     指定管理者が業務を町が示した水準どおり確実に実施する中で、利用料金収入や

事業収入の増加、経費の節減など指定管理者の経営努力により生み出された余剰金

については、原則として精算による返還を求めない。 

     また、利用料金収入減など、指定管理者の運営に起因する不足額が生じた場合は、

原則として補填はしない。 

  （４）管理口座・区分経理 

     指定管理者として業務に係る経費及び収入は、当該業務専用の口座により管理す

る。 

     また、指定管理者としての業務に係る経理とその他の業務に係る経費を区分して

整理する。 

 

 

６．応募資格（次の条件を満たす団体に限る。） 

  （１）熊本県または福岡県大牟田市、みやま市、八女市、柳川市内に主たる事務所を有

する法人その他の団体。 

  （２）団体又はその代表者が次の項目に該当しないこと。 

① 法律行為を行う能力を有しない者。 

② 破産者で復権を得ない者。 



③  地方自治法施行令第１６７条の４第２項（同項を準用する場合を含む）の規定

により、本町における一般競争入札の参加を制限されている者。 

④ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取り消しを受けたこ

とがある者。 

⑤ 会社更生法、民事再生法等の規定により更生又は再生の手続きをしている者。 

⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴 

力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）もしくは暴力団の構

成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制下にある団体。 

⑦ 政治団体（政治資金規正法第３条第１項に規定する政治団体及びこれに類する 

団体） 

⑧ 宗教団体（宗教法人法第２条に規定する宗教団体及びこれに類する団体） 

⑨ 本町における指定管理者の指定において、その公正な手続きを妨げる者、もし

くは不正の利益を得るために連合する者。 

⑩ 国税及び地方税を滞納している者。 

  （３）その他明らかに指定管理者として不適当と認められる者でないこと。 

 

７．募集の期間及び申請 

（１）募集要領の公告 

          令和２年１０月１日（木曜日） 

    （２）募集要領及び申請に必要な書類の様式の配布期間 

          令和２年１０月１日（木曜日）から令和２年１０月２３日（金曜日） 

          午前９時～午後５時まで 

     ※土曜・日曜及び祝日を除く。 

  （３）募集要領等の配布場所 

     南関町役場 経済課 

      

８．申請書類 

  南関町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(以下「施行規 

則」という。）第３条に規定する書類 

（１）南関町公の施設の指定管理者申請書（様式第１号） 

（２）南関町公の施設の指定管理者事業計画書（様式第２号）（別紙様式１） 

（３）南関町公の施設の指定管理者業務に係る収支計画書（様式第３号）（別紙 

様式２） 

（４）法人概要書（別紙様式３）又は団体概要書（別紙様式４） 

（５）法人の場合は、履歴事項全部証明書（写し可） 

（６）申請する団体の構成（定款、規約、寄付行為等）、事業内容、経営状況等が分か 

 るもの 

（７）納税証明書（国税及び地方税について未納がないことの証明書） 

（８）その他町長が必要と認めるもの 



 ※ 申請に当たっては、申請書類等の申請に要する経費はすべて申請者が負担し、審査終

了後においても申請書類等の返却はしません。 

 

９．申請受付等 

  （１）申請受付期間 

      令和２年１０月２６日（月曜日）から 

令和２年１０月３０日（金曜日）まで 

     午前９時から午後５時まで 

  （２）申請受付場所   

南関町役場 経済課へ持参すること。 

     郵送等による申請は無効とする。 

 

10. 申請書提出部数    正本１部・副本１０部（コピー可） 

 

11. 募集説明会 

   説明会に参加する場合は、「指定管理者申請に関する募集説明会参加申込書」により 

申込むこと。 

（１） 日  時   令和２年１０月６日（火曜日）午前１０時より 

（２） 場  所   南関町役場第１会議室（２階） 

（３） 申込期限   令和２年１０月５日（月曜日）午後３時まで 

（４） そ の 他   説明会の参加人数は、１団体につき２名以内とする。 

 

12. 申請に関する質疑等 

   質問については、所定の様式により行うものとし、FAX 又は持参すること。 

（１）質問受付期間 

   令和２年１０月７日（水曜日）から令和２年１０月１４日（水曜日）まで 

  （２）受付時間  

午前９時から午後４時まで 

  （３）受付場所 

南関町役場 経済課 

    ※質問については、個別に回答を行う。尚、電話による質問は受け付けない。 

FAX 番号：０９６８－５３－２３５１（代表） 

 

 

13. 指定管理者の候補者の選定 

  （１）選定方法及び選定基準 

     南関町公の施設に係る指定管理者の指定の手続きに関する条例（以下「条例」と

いう。）第５条の規定に基づく選定基準により、南関町公の施設の指定管理候補者

選定審議会において選定する。 



（２）審査基準と配点 

基本項目及び中項目 配点 

１ 

 

 

 

基本的な考え方 

○1  公平な立場に立った接客 

○2  施設の効果的な利用とサービス向上 

○3  町が示した基準に基づいた施設運営 

２５点 

２ 

 

申請者の経営状況（経営の安定性） 

○1  経営状況の安定性と関係機関との連携 

２０点 

３ 

 

 

 

 

 

事業計画 

○1  施設管理運営の実施方針 

○2  施設の運営体制と人員の確保 

○3  事業に取り組む前向きな姿勢 

○4  安全管理及び緊急時の対応 

○5  環境負荷の軽減及び周辺住民等への配慮 

４０点 

４ 

 

収支計画の内容、適格性及び実現の可能性 

○1  収支計画のバランス及び適正な経理能力 

１５点 

            合  計 １００点 

 

  （３）選定結果の通知 

     選定結果については、施行規則第５条の規定に基づく南関町公の施設の指定管理

候補者選定結果通知書（様式第４号）により通知する。 

 

14. 指定管理者の決定 

  （１）指定の方法 

① 条例第７条の規定に基づき指定する。 

② 指定にあたっては指定団体に施行規則第６条の規定に基づく指定管理者指定 

通知書（様式第５号）により通知する。 

  （２）協定の締結 

     指定管理者の指定を受けた団体は、管理業務を開始する日までに、町と管理に関

する協定を締結する。 

     なお、協定は、「基本協定」と「年度協定」を締結する。 

 

  （３）留意事項 

    ① 指定の議決を経るまでの間に指定管理者に開始することが著しく不適当と認

められる事情が生じたときは、指定の議決後においても指定しないことがある。 

    ② 指定管理者が協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を

取り消し、協定を締結しないことがある。 

     ア 正当な理由なく協定の締結に応じないとき。 

     イ 資金事情の悪化等により、事業の履行に支障があると認めるとき。 



     ウ 著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認

められるとき。 

 

15. 配布資料 

（１）募集要領に関する資料 

    ① 南関町ふるさとセンタ－設置及び管理等に関する条例 

    ② 南関町ふるさとセンタ－の管理及び運営等に関する規則 

③ 南関町ふるさとセンター指定管理業務仕様書 

    ④ 南関町ふるさとセンタ－及び特設販売所平面図 

（２）指定申請の応募に係る申請書様式等 

    ① 指定申請書（様式第１号・様式第２号・様式第３号・別紙様式１・別紙様式２・

別紙様式３・別紙様式４） 

② 指定管理者申請に関する募集説明会参加申込書 

③ 指定管理者申請に関する質問書 

  （３）指定管理候補者申請チェック表 

 

16. 問い合わせ先 

   南関町大字関町１３１６番地 

   南関町役場 経済課  TEL ０９６８－５７－８５０４（直通） 

              FAX ０９６８－５３－２３５１（代表） 

 

    

  


